
 

船橋市保育士等処遇改善事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育所等の施設・事業所を運営する者に対し、保育士等の処遇改善に

必要な補助金（職員の処遇向上に要する費用）を交付することにより、保育人材の確保

及び定着を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（対象施設・事業所） 

第２条 この事業の対象となる施設・事業所は、施設型給付費等に係る処遇改善等加算につ

いて（平成２７年３月３１日付け府政共生第３４９号、２６文科初第１４６３号、雇児

発０３３１第１０号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、文部科学省初等中等教育

局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）に基づき、処遇改善等加算の認定

を受け、かつ、市内に所在する施設・事業所（以下「施設等」という。）であって、次

に掲げるものとする。 

⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３９条第１項に規

定する保育所であって、船橋市私立保育所運営費補助金交付規則（昭和５４年船橋市

規則第６３号）第３条に規定する要件を満たすもの 

⑵ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こ

ども園であって、船橋市幼保連携型認定こども園運営費補助金交付要綱第３条又は船

橋市地方裁量型認定こども園運営費補助金交付要綱第３条に規定する要件を満たすも

の 

⑶ 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う事業所であって、船橋市小規

模保育事業運営費補助金交付要綱第３条に規定する要件を満たすもの 

 

（対象職員） 

第３条 この事業の対象となる職員は、法第１８条の４に規定する保育士（以下「保育士」

という。）、又は認定こども園法第１４条第１０項に規定する保育教諭（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成２

４年法律第６６号）附則第５条第１項により保育教諭となる者を含む。以下「保育教諭」

という。）であって、１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する次に掲げる者（施設等の

長を除く。以下「職員」という。）とする。 

⑴ 施設等を運営する法人（又は個人事業主）に雇用される者（非正規雇用である者を含

む。）であって、当該施設等に勤務する者 

⑵ 施設等を運営する法人の役員等（又は個人事業主）の者であって、保育士又は保育教

諭としての業務を兼ねて当該施設等に勤務する者 

 



（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、職員１人当たり月額１０，０００円とする。 

 

（事業の実施方法） 

第５条 この事業において、施設等が実施する内容は次のとおりとする。 

⑴ 施設等の長は、職員の処遇改善を月額給与（本俸又は手当）の引き上げにより実施す

るものとし、処遇改善の額は、市長が処遇改善として支出する補助金の額を下回らない

額とするものとする。 

⑵ 施設等の長は、処遇改善を行う額及び内容等を定める給与規程及び給料表等を書面で

整備し、職員にその額及び内容等を予め明示するものとする。 

⑶ 施設等の長は、市長から処遇改善として支給される補助金の全額を職員に配分するも

のとする。 

⑷ 施設等の長は、市長から処遇改善として支給される補助金を明確に区分経理した上で、

給与台帳等に記載するものとする。 

  

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、保育士証等の市

長が必要と認める書類を添えて、別表に掲げる日までに、市長に申請しなければならな

い。 

 

（交付可否の決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を

決定し、申請者に通知するものとする。 

 

（交付請求） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに市長に請求しなけ

ればならない。 

 

（交付の時期） 

第９条 前条の規定による請求に係る補助金については、補助事業が完了した後において交

付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に交付すること

ができる。 

 

（報告の義務） 

第１０条 前条の規定により交付を受けた申請者は、補助金の補助事業年度が終了した日か

ら起算して、１月以内に、給与台帳の写し等の市長が必要と認める書類を添えて、市長

に報告しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認められるときは、事業の執行の状況等に関し、申請者等から報



告を求めることができる。 

３ 前２項の報告を行った申請者は、当該報告を行った以降に、処遇改善の額等に更正すべ

き事由を生じた際は、速やかに市長に報告しその指示を受けるものとする。 

 

（額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の

額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第１２条 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受け

た申請者があるときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金

の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

 

（予算措置） 

第１３条 この要綱による補助金の交付は、千葉県の補助事業を活用して行うため、当該補

助事業が縮小し、中止し、又は廃止する場合には、当該事業を縮小し、中止し、又は廃

止する。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年１０月５日から施行し、平成２９年１０月１日から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

別表 

期別 申請期限 

第１四半期（４．５．６月分） ７月１５日 

第２四半期（７．８．９月分） １０月１５日 

第３四半期（１０．１１．１２月分） １月１５日 

第４四半期（１．２．３月分） ３月３１日 
 


